　　　　　　　　　新規受託研究依頼者の方へ　　　　　　　　2010.04.01　　　　　　　　　　　　　　

【初回面談時の確認書類】

実施要綱

記載票（雛型）（審議対象外）

製品カタログなど（あれば）（審議対象外）

「受託研究申請」様式１　研究委託申込書（社印、Dr印）

「受託研究申請」様式５　契約書（社印）２部

「受託研究算定要綱」経費内訳書、支払い内訳書（Dr印）

　　　　　　　　　
国立病院機構九州医療センター治験管理室　　http://www.kyumed.jp/chiken/index.html
＞治験／受託研究依頼の方へ＞受託研究申請様式＞様式１，５

＊　「受託研究算定要綱」も参考にしてください。
　【ここから入って下さい。】
　　　　　　　「治験　統一書式」とお間違いの無いよう、ご注意願います。
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【研究について】

当院で依頼を受けられる受託研究は、多施設共同研究であり、当院採用品目のみです。

販売促進のための研究はお引き受け出来ません。
当院では、受託研究の実施率１００％を目指しているため、責任医師と確実な実施症例数をご検討ください。

調査票、登録票の記載内容については、患者個人情報の漏洩有無の確認のため、事務局で確認させていただきます。初回面談時もしくは次回来院時にお持ち下さい。

【書類について】審査前月末までに提出してください。

委託申込書は作成後、メール添付で確認させて下さい。（書類担当宛）
契約期間は開始日を契約締結日に、終了日を研究終了年度の３月末日にしてください。

契約書（２部）は冊子にして割印をしてください。

なお、研究期間中に代表者名、依頼社名、住所が変更になった場合、ご連絡下さい。

研究終了後は、終了報告書の提出が必要となりますのでご連絡下さい。

【経費について】

経費内訳書、支払い内訳書は当院よりお渡しいたします。

初期費用は契約金の３割です。残り７割が出来高払いとなります。

契約日は審査翌月１日（土日休日の場合は最初の平日）です。

請求書は月末に発送致します。振込期限は請求日より２０日間です。

振込先は国立病院機構本部です。（当院ではありません）。請求時にご案内いたします。
事務局（治験管理室）受託研究窓口　　　　矢川（主任薬剤師）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　助廣（書類担当：AM9:30～16:00）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八尋（経費担当）
